
第19回

定時株主総会招集ご通知

証券コード：4381

ビープラッツ株式会社

開催日時

開催場所

2025年6月19日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）

東京都千代田区神田練塀町３番地
富士ソフトアキバプラザ５階
レセプションホール

議決権行使期限

2025年6月18日（水曜日）午後5時45分まで

決議事項

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並び
に剰余金の処分の件

第2号議案 取締役７名選任の件
第3号議案 監査役３名選任の件
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証券コード 4381
2025年６月４日

（電子提供措置の開始日 2025年５月28日）
株 主 各 位

東京都千代田区神田練塀町３番地
ビープラッツ株式会社
代表取締役社長 藤 田 健 治

第19回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第19回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに

「第19回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.bplats.co.jp/ir/meeting/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧
書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。
なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類

をご検討の上、インターネット又は同封の議決権行使書にて、2025年６月18日（水曜日）午後
５時45分までに議決権を行使いただきたく、お願い申し上げます。 敬 具記
1. 日 時 2025年６月19日（木曜日）午前10時

（受付開始時間は午前９時30分）
2. 場 所 東京都千代田区神田練塀町３番地

富士ソフト アキバプラザ ５階 レセプションホール
3. 目的事項

報告事項 １．第19期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告及び連結
計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第19期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げ

ます。
◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていた

だきます。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますようお願い申し
上げます。

1. 議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことに

よってのみ可能です。
議決権行使ウェブサイトアドレス https://www.web54.net

2. 議決権行使の方法について
（1）パソコンをご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パ
スワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

（2）スマートフォンをご利用の方
同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインＱＲコード」
を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用
議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。
なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度ＱＲコードを読み取り、議決権行
使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただく必要があります。

3. 議決権行使のお取扱いについて
（1）書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な

議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数、又はパソコン・スマー
トフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱い
いたします。

（2）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主
様のご負担となります。

（3）パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利
用できない場合があります。

4. 操作方法に関する問い合わせ先について
（1）本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
[電話] （0120）652−031 （受付時間 9:00〜21:00）

（2）その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。
①証券会社に口座をお持ちの株主様
お取引の証券会社あてにお問い合わせください。

②証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）
三井住友信託銀行証券代行部
[電話] （0120）782−031 （受付時間 9:00〜17:00 土日休日を除く）

以 上
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事 業 報 告
（自

至
2024
2025

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

１. 企業集団の現況に関する事項
（１）事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の増加により回復基調
が継続しているものの、米国による関税引き上げ発表に伴う物価高騰や急激な為替変動により世界的に景気
後退への警戒感が強まり、先行き不透明な状況が続いております。
当社グループを取り巻く事業環境としては、近年消費者の価値観が「所有」から「利用」、「モノ」から

「コト」へ変化する中で、「サブスクリプションビジネス」がBtoCの分野で先行的に拡大しており、すでに
「サブスクリプション」はビジネスモデル変革の一つのキーワードとして広く業界に認知されるに至ってお
ります。また、近年は、技術革新に加え、社会生活の態様の変化を踏まえ、日本企業によるデジタル・トラ
ンスフォーメーション（DX）への取り組みが一層進んでいく環境が出来上がりつつあるものと思料してお
りますが、加えて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に、コンタクトレス・エコノミーへの対応
が求められる時代にもなりました。
このような環境において、当社グループは創業以来「情報基盤の創造によって、より豊かな社会の実現に

貢献する」ことを理念とし、「サブスクリプションをすべてのビジネスに」をテーマに、サブスクリプショ
ン統合プラットフォーム「Bplats®」の開発・提供を一貫して行っております。サブスクリプション型ビジ
ネスへの転換・事業創出のニーズは各産業に通底するものであり、当社プラットフォームを展開しうる業域
は広いため、今後も事業機会は増加していくものと想定しております。また、新型コロナウイルスの感染拡
大により社会経済活動が制約を受けたことを契機として、中長期的には、社会生活の態様の変化から日本企
業によるデジタル・トランスフォーメーション（DX）への取り組みが一層進み、日本企業のビジネスモデ
ルのサブスクリプション型ビジネスへの転換が従来よりも加速していく可能性もあり、その場合には、当社
の主力製品である汎用型サブスクリプション統合プラットフォーム「Bplats® Platform Edition」は、よ
り一層の支持を受けるものと期待されます。
当社グループでは、全てのサブスクリプションビジネスを取り込み得る将来的な拡販の可能性とそれに伴

う企業成長を目指し、2017年半ばより汎用製品である「Bplats® Platform Edition」を主力製品として、
当期においても引き続きその拡販に注力しており、日本企業のデジタル・トランスフォーメーション（DX）
を支援するプラットフォームシステムとして着実な事業進捗を重ねているものと判断しております。
また、「Bplats® Platform Edition」で実現する「エコシステムがつながる」という当社の強みの機能向

上を推進し、多様なニーズに対応すべく、新たなオプション機能の開発を継続的に進めております。特に、
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自社のサブスクリプションサービスを他事業者のサブスクリプションマーケットプレイスを通じて提供でき
る新サービス「Bplats® Connect」を活用すると、大手のサブスクリプションマーケットプレイスを展開
する事業者に自社のサブスクリプションサービスを登録し新しい顧客層にサービスや商品を提供すること
や、複数の「Bplats®」の利用者が集まって一つのマーケットプレイス型サイトを新たに開設することによ
りスマートシティやスマートビルディングといった個々の目的にあった新たなマーケットプレイスに参加す
る各企業のサブスクリプションを簡単に取りまとめ新規のビジネスを立ち上げることが可能になります。
また、当社では国内の各種法令に適合した機能群を準備し、適切に対応しておりますが、2023年10月に

は、「Bplats® Platform Edition v3」は、公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）が認証
する「電子取引ソフト法的要件」を取得いたしました。
2024年12月には、新たにGMOペイメントサービス株式会社が提供する「GMO掛け払い」を「Bplats®

Platform Edition」で利用できる「GMO掛け払い連携モジュール」を提供開始いたしました。
当社といたしましては、このように主力製品「Bplats® Platform Edition」の機能向上を進めつつ、直

販営業の強化に加え、販売パートナーの拡充と販売パートナーへの営業支援を強化し新規契約件数の拡大に
注力しております。
それらの結果、当連結会計年度末における契約社数（無償版契約社数を含む）は257社（前期末比＋５

社）と着実に契約は伸長しております。
当社といたしましては、こうした販売戦略を通じ新規契約社数の拡大、アップグレード案件獲得とそれに

伴う１社あたりの顧客単価拡大に注力することで、引き続き中長期的な成長を目指して当社グループの顧客
基盤及びサブスクリプション収益（ストック型の月額収益、オプション追加収益）の拡大に努めてまいりま
す。当連結会計年度においては、売上高に占めるストック収入の割合は、82.0％（前期67.0％比
+15.0pt）、スポット収入に占めるオプション機能の提供を含む初期費用等の割合は、74.9％（前期63.1％
比+11.7pt）、となりました。
市場の拡大に向けた取り組みの強化としては、企業向けSaaSサービス市場の拡大に伴い、企業内での

SaaSサービスの社内での利用申請などの業務ワークフロー、システム担当者による煩雑な社外調達手配業務
のオンライン化、企業内で多様化する働き方や職種に合わせて従業員に割り当てるSaaSサービスを一元管理
するクラウドサービス「サブかん®」の大幅な機能強化を実施しました。2024年5月より提供開始した「サ
ブかん」の新バージョンより、新たに「Subkan Connect（サブかんコネクト）」機能を搭載することによ
り、主力製品「Bplats® Platform Edition」のマーケットプレイスやマイページとデータがつながること
を可能としました。これにより、「Bplats® Platform Edition」を活用する事業者によるSaaSサービスやサ
ブスクリプションのオンライン販売サイト（「Bplats® Platform Edition」側）とそれらを購入した企業側
の管理サービス（サブかん側）の、「売り手と買い手」がつながることを実現しています。「サブかん」と
Subkan Connect（サブかんコネクト）機能を活用して連携可能な第一弾のマーケットプレイスとして、

2025年05月21日 14時52分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 5 ―

「サブかんストア」も同時に開設し、数百種類にも拡大している国内で流通するSaaSサービス商材の取り扱
いを順次充実させ、2024年10月からはシステムの管理者と利用者をつなぐコミュニケーション機能
「Subpass（サブぱす）」をリニューアルし提供開始する等、「サブかん」の利便性の拡充を継続的に実施し
ております。また、オリックス・レンテック株式会社と「サブかん®」販売パートナー契約を締結し、拡販
にむけた体制構築が進捗しております。

以上の結果、当連結会計年度における売上高については、契約社数は引き続き増加し、ストック収入は堅
調に推移したものの、前期の大型開発案件の効果が剥落したこと等によりスポット収入が伸び悩み、
706,256千円（前期比21.3％減）となりました。また、損益面については、売上原価において、前期の主
力製品バージョンアップに伴い、新旧環境移行による影響もあり通信インフラコストが大幅に増加したこと
に伴い前第４四半期連結会計期間より当該コスト削減策の策定とその実行を順次進行し、直近では環境移行
前のコスト水準に減退しているものの、当期の前半において前年同期数値を上回った水準で推移したこと、
加えて減価償却費の増加があったこと等により、営業損失は207,489千円（前期は76,749千円の営業損
失）、経常損失は217,402千円（前期は78,730千円の経常損失）、また、減損損失42,260千円、投資有価証
券評価損23,326千円、法人税等調整額11,558千円を計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純
損失は298,069千円（前期は98,013千円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

（２）設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は、317,723千円であります。当社製品

「Bplats®」の機能強化と信頼性の更なる向上を目的とした設備投資であり、その主な内容は当社ソフトウ
エア開発による投資311,695千円であります。

（３）資金調達の状況
該当事項はありません。
なお、2025年４月14日にGP上場企業出資投資事業有限責任組合への第三者割当による第6回新株予約権

及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により301,388千円の資金調達を行いました。

（４）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。
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（５）対処すべき課題
当社グループが対処すべき主な課題は、以下の項目と認識しております。

① 産業構造の変化とそれに対応する当社への期待貢献
当社を取り巻く環境としては、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の増加により回復基調が継続

しているものの、米国による関税引き上げ発表に伴う物価高騰や急激な為替変動により世界的に景気後退
への警戒感が強まり、先行き不透明な状況が続く一方、シェアオフィスやカーシェア等に代表されるシェ
アリングエコノミー、レンタルサービス、会員制サービス等の様々な業界の「所有から利用へ」という新
たなビジネスモデルが世界的に広く指向され、「サブスクリプション（継続）」型ビジネスへの転換・事業
創出のニーズが本格化しております。当社製品「Bplats®」はこれらのニーズに汎用的に対応可能なプラ
ットフォームとして稼働実績を有しておりますが、今後より多くのニーズと顧客事業規模の拡大に追従す
るため、機能の強化と信頼性の更なる向上のために製品開発に継続的な投資を行う必要性があることを対
処すべき課題と認識しております。

② 拡大する市場に対する対応
サブスクリプション型ビジネスへの転換・事業創出のニーズは各産業に通底するものであり、当社プラ

ットフォームを展開しうる業域は広く、また、今後はデジタル・トランスフォーメーション（DX）への
取り組みにより社会生活への変革が一層加速していくものと認識し、事業機会は増加していくものと想定
しております。顕在するニーズのみならず、予測されるニーズにも適応しうる商品力の強化・稼働環境の
堅牢化や安定化が必要であると認識しております。

③ データ流通に対する取り組み
クラウド上に蓄積されたビッグデータをどう流通しビジネスとしていくか、その管理や決済を含む仕組

み作りのニーズが今後高まっていく経営環境となるものと当社は想定しております。既に当社製品
「Bplats®」では、クラウドコンピューティングのみならず、その上で蓄積されたビッグデータの売買に
も対応できる機能を備えておりますが、黎明期にあるこの市場のニーズは、実現手段としての機能のみな
らず、むしろ、無形のデータに対する値付けのルール等、より前段階のビジネス設計のための啓蒙的なニ
ーズが非常に高いものと認識しております。当社は、これまで顧客と蓄積してきた先行的な知識をフィー
ドバックし、これら新たな市場の拡大を加速する役割を期待されていることを対処すべき課題として捉え
ております。

④ 製品開発への継続的な投資
経営方針として、製品開発に対する継続的な投資による、製品の高付加価値化や品質の向上、新製品の

開発を進めてまいります。当社事業の根幹となる製品開発に対する投資は、製品の高付加価値化をもたら
し、より多くの顧客を獲得するとともに、製品単価の向上等、より良好な収益構造の構築を可能にするも
のであり、既に顕在化しているニーズに対応するのみならず、信頼性の更なる向上により当社業域の拡大
を目指すものであります。
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⑤ 戦略提携を通じた拡販力の強化
成長における時間効率とダイナミズムを実現するため、戦略提携を強化しパートナー戦略（販売協力・

OEM）を推進し、様々な顧客の新規事業ニーズを早期に汲んでいき販売力の強化を図ってまいります。
また、それら販売パートナーが有効な販売活動を実現するために必要なサポートを継続して行っていくこ
とが当社にとっても意義あるものと理解しております。

⑥ システム技術・インフラの強化
当社が提供するプラットフォームビジネスは、お客様の契約情報、課金情報等を一元的に管理する目的

から、システムの安定的な稼働及びクラウドサービスやIoT等の技術革新への対応が重要な課題と考えて
おります。これに対し、当社ではサーバー等のシステムインフラを安定的に稼働させるべく、継続的なイ
ンフラ基盤の強化及び専門的な人員の確保に努めるとともに、必要に応じ他社が提供するサービスを利用
し、技術革新にも迅速に対応できる体制構築に努めてまいります。

⑦ 海外市場への展開
当社は、国内のみならず、サブスクリプション市場の拡大が見込まれる海外市場にいち早くプラットフ

ォームを提供することが重要な課題であると考えております。当社のプラットフォームを用いた日本国内
企業の海外事業展開の実現例もあります。当社では、今後もより一層の事業拡大を実現させるべく、事業
拡大に応じた内部体制の更なる強化、人員の確保及び育成を行い海外市場への更なる展開を行ってまいり
ます。

⑧ 優秀な人材の確保と組織体制の強化
当社は、今後の更なる事業拡大のために、優秀な人材の確保及び当社の成長フェーズに応じた組織体制

の強化が不可欠であると認識しております。人材の確保においては、当社の企業風土にあった国内・海外
の人材の採用・登用に努め、あわせて従業員の入社年数等の段階にあわせた教育プログラムを体系的に実
施することによって、各人のスキル向上を図ってまいります。組織体制につきましては、国内及び海外に
て事業拡大に応じた内部体制の更なる強化を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいり
ます。

⑨ 継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、前連結会計年度において、営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失

を計上し、当連結会計年度においても、207,489千円の営業損失、217,402千円の経常損失及び
298,069千円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上しております。また、投資キャッシュ・フローの
大幅マイナスを上回る営業キャッシュ・フローの創出に至っておらず、経常的に資金が減少し、当連結会
計年度末の現金及び預金残高は68,058千円となり、短期借入金残高300,000千円及び1年内返済予定の
長期借入金残高239,826千円を大幅に下回る水準となっております。
以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当社

グループでは、これらの状況を解消するため、以下の対応策を実施してまいります。
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(a)収益力の向上
短期的には、2025年4月より既存顧客に対する月額固定料の20％値上げを行うなど「Bplats®

Platform Edition」の提供価格の改定、顧客専用環境運用に係る業務委託費の確保、オリックス・レンテ
ック株式会社との再販パートナー契約を締結したSaaSサービスの一元管理プラットフォーム「サブかん
®」の拡販などにより、売上高拡大を図ってまいります。また、翌期首より営業所管部門を再編すること
により営業力の増強を実施し、当期剥落した大型開発案件の獲得に注力してまいります。中長期的には、
中核事業としております主力製品汎用型サブスクリプション統合プラットフォーム「Bplats® Platform
Edition」の展開に加え、IoT事業やDX事業を自社事業の取組みの一部として取り組む企業などとの連携
による「Bplats® Platform Edition」を活用した新ビジネス創出等により、収益ポートフォリオの拡大
を検討してまいります。

(b)各種コスト削減施策の強化及び推進
売上原価において、前期の主力製品バージョンアップに伴い、新旧環境移行による影響もあり通信イン

フラコストが大幅に増加したことに対して、前第４四半期連結会計期間より当該コスト削減策の策定とそ
の実行を順次実行中であり、既に直近月においては大幅な削減効果が実現しており（前第４四半期連結会
計期間の１か月平均クラウド通信費29.8百万円/月→当第４四半期連結会計期間の１か月平均クラウド通
信費13.9百万円/月）、今後一層の当該コスト削減に取り組みます。また、厳選採用や組織統合・人員配置
換え等による労務費・人件費・採用教育費の削減、開発案件に応じた外注加工費（SES）の削減、常勤取
締役報酬の減額、外注費の削減、広告宣伝費の削減など、具体的なコスト削減を既に開始しております
が、翌期以降も更にコスト管理を強化することにより、営業黒字体質への転換を目指してまいります。

(c) 戦略的事業パートナーとの資本業務提携による経営基盤強化
当社は、2025年３月28日開催の取締役会において、グロースパートナーズ株式会社との間で事業提携

契約を締結すると共に、グロースパートナーズ株式会社が管理・運営を行うファンドであるGP上場企業
出資投資事業有限責任組合に対して第三者割当の方法により最大で901,350千円の資金調達となる新株予
約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債を発行することについて決議し、このうち2025年４月14日
に301,388千円の払い込みが完了したことによりキャッシュ・フローの改善を図っております。グロース
パートナーズ株式会社からは、前述の事業提携契約により、当社グループの成長のための情報提供・各種
分析、M&Aによる事業基盤の拡充・強化、IR強化など、ハンズオンによる業務支援等を受ける予定です。
この提携により、キャッシュ・フローの改善を含めた経営基盤の安定化と「Bplats® Platform Edition」
の一層の拡販や事業シナジーによる効率化等の推進を図ってまいります。

しかしながら、これらの対応策は進捗の途上であり、今後の事業計画における売上高及び営業キャッシ
ュ・フローの獲得は外部環境要因に依存する部分も大きく、現時点では継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められます。
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（６）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第16期
2021年度

第17期
2022年度

第18期
2023年度

第19期
(当連結会計年度)

2024年度

売 上 高（千円） 808,721 945,167 897,963 706,256

経常利益又は経常損失（△）（千円） 14,582 176,279 △78,730 △217,402
親会社株主に帰属
する当期純利益又は
親会社株主に帰属
する当期純損失（△）

（千円） 10,881 182,904 △98,013 △298,069

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純損失（△） （円） 4.59 76.55 △40.57 △121.41

総 資 産（千円） 964,468 1,350,293 1,367,583 1,087,543

純 資 産（千円） 440,642 639,511 562,305 284,503

② 当社の財産及び損益の状況

区 分 第16期
2021年度

第17期
2022年度

第18期
2023年度

第19期
(当事業年度)
2024年度

売 上 高（千円） 802,332 937,236 891,562 703,019

経常利益又は経常損失（△）（千円） 15,174 176,465 △82,169 △219,783

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 11,074 183,071 △102,778 △299,944
１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純損失（△） （円） 4.67 76.62 △42.54 △122.17

総 資 産（千円） 957,671 1,343,077 1,360,166 1,078,947

純 資 産（千円） 433,422 632,773 555,688 276,010
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（７）重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権の比率 主要な事業内容

株式会社サブスクリプション総合研究所 10,000千円 100.0％ 出版・講演事業
コンサルティング事業

（８）主要な事業内容

事 業 区 分 主 要 製 品
サブスクリプション事業 BplatsⓇ Platform Edition、BplatsⓇ Channel Edition、サブかんⓇ

（９）主要拠点等（2025年３月31日現在）
① 当社

本 社 東京都千代田区
ビープラッツ・サブスクリプションセンター 福岡県北九州市

② 子会社
株 式 会 社 サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン 総 合 研 究 所 東京都千代田区

（10）従業員の状況（2025年３月31日現在）
① 企業集団の従業員数

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
51名 15名減

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員は含んでおりません。
２．従業員数には企業集団外からの出向者を含んでおります。

② 当社の従業員数

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
51名 15名減 34.0歳 4.60年

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員は含んでおりません。
２．従業員数には企業集団外からの出向者を含んでおります。
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（11）主要な借入先

借 入 先 借入残高(千円)
藤 田 健 治 300,000
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 128,254
株 式 会 社 り そ な 銀 行 104,340
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 83,240
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 47,560
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 33,340

２. 会社の株式に関する事項（2025年３月31日現在）
（１） 発 行 可 能 株 式 総 数 8,000,000株
（２） 発 行 済 株 式 の 総 数 2,467,441株（うち自己株式1,210株）
（３） 株 主 数 1,888名
（４） 大 株 主

株主名 持株数(株) 持株比率(％)
東京センチュリー株式会社 750,000 30.41
篠崎 明 132,000 5.35
ＴＫＳアセットマネジメント株式会社 100,000 4.05
藤田 健治 83,691 3.39
宮崎 琢磨 70,168 2.84
株式会社ネットワールド 63,340 2.56
楽天証券株式会社 33,300 1.35
ＴＫＳパートナーズ株式会社 32,000 1.29
花輪 正一 29,454 1.19
新井 友行 26,300 1.06
（注） 持株比率は自己株式（1,210株）を控除して計算しております。

（５）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計
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区分 株式数(株) 交付対象者数(名)

取締役（社外取締役を除く。） 9,999 ４

社外取締役 ー ー

監査役 ー ー

（６）その他株式に関する重要な事項
（譲渡制限付株式報酬）
当社は、2019年６月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしま

した。これを受けて、当社は2024年６月19日開催の取締役会決議に基づき、取締役（社外取締役を除
く。）、執行役員に対して、譲渡制限付株式報酬として、普通株式11,128株を発行いたしました。

３. 会社の新株予約権等に関する事項
（１）当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

第３回新株予約権 第４回新株予約権

発行決議日 2016年３月23日 2017年３月15日

新株予約権の数 274個 134個
新株予約権の目的となる
株式の種類と数 普通株式 10,960株（注）１ 普通株式 5,360株（注）１

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額

新株予約権１個当たり 17,000円
（１株当たり 425円）（注）１

新株予約権１個当たり 26,000円
（１株当たり 650円）（注）１

権利行使期間 2018年４月１日から
2026年３月22日まで

2019年３月18日から
2027年３月14日まで

行使の条件 （注）２ （注）２

役員の保有状況

取締役
（社外取締役を
除く）

新株予約権の数 200個
目的となる株式数 8,000株
保有者数 １人
（注）３

新株予約権の数 50個
目的となる株式数 2,000株
保有者数 １人
（注）３

社外取締役
新株予約権の数 ―個
目的となる株式数 ―株
保有者数 ―人

新株予約権の数 ―個
目的となる株式数 ―株
保有者数 ―人

監査役
新株予約権の数 ―個
目的となる株式数 ―株
保有者数 ―人

新株予約権の数 ―個
目的となる株式数 ―株
保有者数 ―人
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（注）１．2017年10月12日開催の取締役会決議に基づき、2017年11月30日付で普通株式１株につき20株の割合で、また2019年
３月１日開催の取締役会決議に基づき、2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っています。
これにより「新株予約権の目的となる株式の種類と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」が調整さ
れております。

２．新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役もしくは、従業員の地位にあ

ることを要するものとします。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役を任期満了により退任した場合（競合関係に
ある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。）、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社
へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。）、その他正当な理由のある場合にはこの限りではありません。ま
た、新株予約権の割当を受けた者の相続人による権利行使は認めないものとします。

② 新株予約権の割当を受けた者は、当社発行の普通株式に係る株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して３
カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。

③ 権利行使可能期間における毎年度の権利行使限度株数は原則として、付与された株数の1/3を限度とします（ベスティ
ング方式）。権利行使凍結期間終了後、初年度1/3、２年目は1/3、それ以降は全株数可能とします（ベスティングにて
発生する端数は切り上げます。）。

④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
３．取締役のうち１名に付与している新株予約権は、取締役就任前に付与されたものとなります。

（２）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対して交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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４. 会社役員に関する事項
（１）取締役及び監査役の氏名等（2025年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職状況

代 表 取 締 役 社 長 藤 田 健 治
株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役
ＴＫＳパートナーズ株式会社 取締役
ＴＫＳアセットマネジメント株式会社 取締役

取 締 役 副 社 長 宮 崎 琢 磨 株式会社サブスクリプション総合研究所 代表取締役社長
取 締 役 副 社 長 伊 藤 淳 一 株式会社サブスクリプション総合研究所 取締役
取 締 役 花 輪 正 一

取 締 役 照 沼 大
Ｋｏｔｏｚｎａ株式会社 社外取締役
ＧＯＯＰＡＳＳ株式会社 社外取締役
一般社団法人ＮＯＨＬ 理事
株式会社パズルリング 社外取締役

取 締 役 上 山 亨
カケルパートナーズ合同会社 代表社員
ＨＥＲＯＺ株式会社 社外取締役（監査等委員）
株式会社いつも 社外取締役（監査等委員）
株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングス 社外取締役

取 締 役 吉 田 浩 二 東京センチュリー株式会社 執行役員
ＦＬＣＳ株式会社 社外取締役

常 勤 監 査 役 太 田 充 生

監 査 役 平 田 幸一郎

平田公認会計士事務所 所長
有限会社アドバンスワン 取締役社長
株式会社エンバイオ・ホールディングス 社外取締役 監査
等委員
ランサーズ株式会社 社外監査役

監 査 役 田 中 裕 幸
田中法律会計税務事務所 所長
有限会社ティーシーピー 取締役社長
株式会社ユーザーローカル 社外監査役
株式会社Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ 社外監査役

（注）１．2024年６月19日開催の第18回定時株主総会において、吉田浩二氏が取締役に新たに選任され、就任いたしました。
２．取締役照沼大氏、上山亨氏、吉田浩二氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．取締役照沼大氏、上山亨氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。
４．監査役太田充生氏、平田幸一郎氏、田中裕幸氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．監査役平田幸一郎氏は、公認会計士として、財務経理に関する職務経験が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。
６．監査役田中裕幸氏は、公認会計士として、財務経理に関する職務経験が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有するものであります。
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（２）責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は会社法第425条第１項に
定める最低責任限度額であります。

（３）補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

（４）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険

者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずること
のある損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者につい

て、その保険料を全額当社が負担しております。

（５）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役等の報酬の決定プロセスにおける透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス
体制の更なる充実を目的として、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役を主要な構成員とする
報酬委員会を設置しております。報酬委員会では、取締役等の報酬に関する方針・制度の設計に関する事
項、その他取締役等の報酬に関する重要な事項を審議しておりますが、当該審議結果を踏まえて、取締役
の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を取締役会にて決定しております。

決定方針の概要は以下のとおりであります。
ａ．取締役の個人別の報酬等の額又は算定方法の決定方針

全体報酬を基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬、で構成することとし、業績連動報酬、
譲渡制限付株式報酬を除く部分を月例の固定報酬である基本報酬として、役位、職責等に応じ総合的
に勘案し、その額を決定する。
ただし、社外取締役については報酬の性格や役割期待などを踏まえ基本報酬のみで構成することと

する。
ｂ．業績連動報酬等における業績指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定方針

短期業績に応じて変動させる業績連動報酬の業績指標として、事業年度ごとに業績向上に対する意
識を高めるための業績指標を設け、毎年の事業計画に対する達成状況に応じて変動させる現金報酬と
し、その額を決定する。
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ｃ．非金銭報酬等における非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定方針
中長期の業績向上、企業価値向上への貢献へのインセンティブとして業績などを総合的に勘案して

譲渡制限付株式報酬を非金銭報酬とし、その額を決定する。
ｄ．報酬等の種類ごとの割合の決定方針

上位の役位であるほど全体報酬に占める業績連動報酬や譲渡制限付株式報酬の割合を原則として高
くし、報酬委員会の答申内容で示された割合を踏まえ、決定する。

ｅ．報酬等を与える時期又は条件の決定方針
在任期間中に、原則として基本報酬と業績連動報酬は月例、譲渡制限付株式報酬は年次、で支給す

ることとし、取締役会において時期等を決定する。
ｆ．個人別の報酬等の内容についての決定の再一任

個人別の報酬等の内容についての決定の再一任は行なわないこととする。
ｇ．個人別の報酬等の内容についての決定の方法

独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設置し、取締役等の報酬に関する方針・
制度の設計に関する事項等について当該委員会に諮問し、その答申を踏まえて、前記ａ〜ｆの決定方
針等を含めて取締役会が決定する。

ｈ．個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
該当事項はなし。

② 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理
由
取締役の個人別の報酬等の内容については、決定方針に基づく具体的な取締役の個人別の報酬等につい

ての報酬委員会の答申結果を踏まえて取締役会にて決定しており、その内容は決定方針に沿うものである
と判断しております。

③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の限度額は、2019年６月25日開催の第13回定時株主総会において、年額200百万円以

内（うち社外取締役年額40百万円以内）と決議されております。当該定時株主総会終結時の取締役の員数
は７名（うち、社外取締役は３名）です。また、当該報酬枠とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。）
を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び、株主の皆様との一層の価値
共有を進めることを目的として、年額20百万円以内、年10,000株以内、譲渡制限期間３年間から30年間
以内、の譲渡制限付株式報酬の支給を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締
役を除く。）の員数は４名です。
監査役の報酬等の限度額は、2016年６月22日開催の第10回定時株主総会において、年額30百万円以

内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は２名です。
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④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。

⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役員
の員数（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

81,653
（7,650）

63,887
（7,650）

8,470
（ー）

9,295
（ー）

７
（３）

監査役
（うち社外監査役）

13,200
（13,200）

13,200
（13,200）

ー
（ー）

ー
（ー）

３
（３）

（注）１．業績連動報酬等の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、売上高、親会社株主に帰属する当期純利益であり、事業
計画に対する達成状況に応じ決定しております。業績指標の選定理由は、事業計画において重視している指標であるため
です。なお、2024年3月期の実績は連結売上高897,963千円、親会社株主に帰属する当期純損失98,013千円です。

２．非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。当該株式報酬の
内容及びその交付状況は「２．会社の株式に関する事項」に記載のとおりであります。

３．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会からの諮問を受けて報酬委員会が決定方針との整合性を含
めた多面的な検討を行った上で取締役会に対して答申を行っております。

４．監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から月例の固定報酬である基本報酬のみで構成され、各監
査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。

（６）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人との関係
ａ．取締役 照沼大氏の兼務先であるＫｏｔｏｚｎａ株式会社、ＧＯＯＰＡＳＳ株式会社、一般社団法人

ＮＯＨＬ及び株式会社パズルリングと当社との間には特別の関係はありません。
ｂ．取締役 上山亨氏の兼務先であるカケルパートナーズ合同会社、ＨＥＲＯＺ株式会社、株式会社いつ

も及び株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングスと当社との間には特別の関係はありません。
ｃ．取締役 吉田浩二氏の兼務先である東京センチュリー株式会社は、当社株式の30.41％を保有する大

株主であります。なお、当社は同社との間で当社主力製品の利用に関する取引関係があります。兼務
先であるＦＬＣＳ株式会社と当社との間には特別の関係はありません。

ｄ．監査役 平田幸一郎氏の兼務先である平田公認会計士事務所、有限会社アドバンスワン、株式会社エ
ンバイオ・ホールディングス及びランサーズ株式会社と当社との間には特別の関係はありません。

ｅ．監査役 田中裕幸氏の兼務先である田中法律会計税務事務所、有限会社ティーシーピー、株式会社ユ
ーザーローカル及び株式会社Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔと当社との間には特別の関係はありません。
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② 当該事業年度における主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況及び社外取締役に
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 照 沼 大

当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回に
出席し、投資や企業経営に関与した豊富な経験に基づ
く発言に加え、独立的な立場で監督、提言を行ってお
ります。
また、報酬委員会の委員長を務めております。当事業
年度開催の委員会２回のうち２回に出席し、独立的な
立場から報酬制度設計に関する事項について提言・運
営を行っております。

社外取締役 上 山 亨

当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回に
出席し、経営と金融等に関する幅広い見識に基づく発
言に加え、独立的な立場で監督、提言を行っておりま
す。
また、報酬委員会の委員を務めております。当事業年
度開催の委員会２回のうち２回に出席し、独立的な立
場から報酬制度設計に関する事項について提言を行っ
ております。

社外取締役 吉 田 浩 二

社外取締役就任後に当事業年度に開催された取締役会
16回のうち16回に出席し、上場企業にて業務執行者
としての豊富な経験に基づく発言に加え、独立的な立
場で監督、提言を行っております。また、会社の持続
的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、適宜提言
を行っております。

社外監査役 太 田 充 生

当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回、
監査役会14回のうち14回に出席し、他社での豊富な
役員経験に基づく発言に加え、取締役会及び監査役会
において、監視・監督を行い意思決定の妥当性・適正
性を確保するための発言を行っております。

社外監査役 平 田 幸一郎
当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回、
監査役会14回のうち14回に出席し、社外役員の豊富
な経験に基づく発言に加え、公認会計士としての専門
的見地からの発言を行っております。

社外監査役 田 中 裕 幸
当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回、
監査役会14回のうち14回に出席し、社外役員の豊富
な経験に基づく発言に加え、弁護士としての専門的見
地からの発言を行っております。
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５. 会計監査人の状況
（１）名称

有限責任監査法人トーマツ

（２）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 32百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 32百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明
確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうか
について必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

（３）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（４）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会

に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当
該議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員

の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招
集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
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６. 業務の適正を確保するための体制
（１）業務の適正を確保するための体制

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制について見直しをし、2019年４月度の取締役会にて決議された内容の概要は以
下のとおりであります。
１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役及び使用人の法令遵守の意識を高めるため、「コンプライアンス規程」を制定し、適宜法令教育

その他職務に応じた研修等を行うことにより、高い倫理観の醸成に努める。当社の取締役及び従業員
は、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の職務において、関係法令を遵守し、社会倫理に適合した
行動を実践するよう努めることとする。

② 代表取締役社長が内部監査部長を内部監査責任者として指名し、内部監査を実施することにより、職
務の執行が法令、定款及び社内規程に準拠して行われているかを検証する。

③ 内部通報制度を構築し、運用することにより、法令、定款及び社内規程に違反する行為を早期に発見
し、適切かつ迅速に対応する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
① 取締役の職務の執行に係る情報は、文書化（電磁的記録を含む）の上、経営判断等に用いた関連資料

と共に保存する。文書管理に関する主管部門を置き、管理対象文書とその保管部署、保存期間及び管
理方法等を「文書管理規程」に定める。

② 取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等からの要請があった場合に備え、閲覧可能な
状態を維持し、文書管理規程に基づき適切に管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 組織横断的リスクマネジメント体制を構築し、事業遂行に関わるリスクについて、リスクを識別し、

リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を講ずる。
② 取締役及び使用人のリスク管理意識向上のために、勉強会、研修を定期的に実施する。また、必要に

応じて内部監査を実施し、日常的リスク管理を徹底する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 定時取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、事業上の重要な意思決

定及び業務執行の監督・確認を行う。また、必要に応じて経営会議を開催し、社内規程で定められた
決裁権限に従って迅速かつ機動的な意思決定を行う。

② 取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、「職務権限規程」「業務分掌規程」等の社内
規程を定め、権限及び責任の明確化を図る。
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５．当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 当社及び子会社の業務の適正を確保する観点から、当社のリスク管理体制、コンプライアンス体制を

グループ全体に適用するものとし、必要な子会社への指導及び支援を行う。
② 子会社の管理は、営業本部長が統括し、毎月、職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役

会への報告を行う。
③ 当社企業グループの健全性の向上及び業務の適正の確保のために必要なときは、子会社の事業運営に

関する重要な事項について当社の承認を必要とするほか、特に重要な事項については当社の経営会議
での審議及び取締役会への付議を行う。

④ 当社企業グループにおける業務の適正の確保のため、監査役は子会社の監査役と意見交換等を行い、
連携をはかる。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに
当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

① 当社は、監査役の職務を補助するため、監査役の求めに応じて監査役を補助すべき使用人を配置する。
監査役は当該使用人に対して監査に必要な事項を指示することができる。

② 監査役の職務を補助すべき従業員の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
③ 監査役から監査業務に必要な命令を受けた社員等は、その命令に関して、取締役及び部署長の指揮命

令を受けないものとする。

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、当社の取締役及び使用人から説明を受けること

ができるものとする。
② 監査役は、重要な書類その他の書類を閲覧し、必要に応じて当社の取締役及び使用人に説明を求める

ことができるものとする。
③ 当社の取締役及び使用人は、会社の経営又は業績に重大な影響を及ぼす恐れのある事実については、

随時監査役会に報告しなければならないものとする。
④ 当社の定める内部通報制度において、監査役への内部通報について不利な扱いを受けない旨を保障す

る。
⑤ 子会社の取締役及び使用人は、子会社の経営又は業績に重大な影響を及ぼす恐れのある事実について

は、子会社の監査役への報告に加え、当社監査役への報告等、前項７-④と同様の対応を行うものとす
る。
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８．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる
費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について当社に対し費用の前払等の請求をした際には、管理本部長の判断のう

え、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速
やかに当該費用又は債務を処理する。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、定期的に取締役と会合を持ち、経営上の課題、会社を取り巻くリスク、監査上の重要な課

題のほか、監査役監査の環境整備の状況について意見を交換し、相互の意思疎通を図る。
② 監査役は、監査に必要な事項について取締役に対して報告を求めることができるものとし、必要に応

じて取締役に対して是正を要求することができるものとする。
③ 監査役は、内部監査責任者及び内部監査担当者と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査

責任者及び内部監査担当者に調査を求めることができる。
④ 監査役は、必要に応じ、弁護士、公認会計士、税理士その他の社外の専門家に意見を求めることがで

きる。

10．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体について、当社が定める「反社会的勢力排除マ

ニュアル」に則り、取引等の一切の関係を遮断するとともに外部の専門家と緊密に連携をとりながら組織
全体として毅然とした態度で対応する。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況
① 当社は、社内共有サーバにコンプライアンス規程等を保存して、役職員に対して周知を行い法令遵守意

識の定着に努めております。
② 取締役会その他の重要な会議の議事録は開催ごとに作成・管理され、稟議書等職務の執行に係る重要な

文書等も適切に管理しております。
③ 監査役は、取締役会及び経営会議の重要な会議に出席しております。また、定期的に代表取締役社長と

の間で意見交換を行っております。
④ 監査役、会計監査人及び内部監査責任者は、監査における状況又は課題について定期的に意見交換を行

っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流動資産 195,271 流動負債 644,618
現金及び預金 68,058 買掛金 10,080
売掛金 94,607 短期借入金 300,000
貯蔵品 63 １年内返済予定の長期借入金 239,826
その他 32,541 未払金 50,822

固定資産 892,272 未払法人税等 3,523
有形固定資産 10,181 契約負債 998
建物 2,163 その他 39,367
工具、器具及び備品 8,018 固定負債 158,421
無形固定資産 869,289 長期借入金 156,908
ソフトウエア 869,289 資産除去債務 1,513
投資その他の資産 12,801 負債合計 803,039
投資有価証券 0 （純 資 産 の 部）
繰延税金資産 11,515 株主資本 284,503
その他 1,285 資本金 550,365

資本剰余金 420,365
利益剰余金 △684,401
自己株式 △1,825
純資産合計 284,503

資産合計 1,087,543 負債・純資産合計 1,087,543
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連 結 損 益 計 算 書
（自

至
2024
2025

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 706,256
売上原価 550,455

売上総利益 155,801
販売費及び一般管理費 363,290

営業損失（△） △207,489
営業外収益

受取利息 75
雑収入 3,917 3,993

営業外費用
支払利息 8,665
社債発行費 5,123
株式交付費 95
その他 21 13,906
経常損失（△） △217,402

特別損失
投資有価証券売却損 2,158
投資有価証券評価損 23,326
減損損失 42,260 67,744
税金等調整前当期純損失（△） △285,147
法人税、住民税及び事業税 1,363
法人税等調整額 11,558
当期純損失（△） △298,069
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △298,069
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連結株主資本等変動計算書
（自

至
2024
2025

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 540,231 410,231 △386,332 △1,825 562,305
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 10,133 10,133 20,267
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純損失（△） △298,069 △298,069

当 期 変 動 額 合 計 10,133 10,133 △298,069 ― △277,801
当 期 末 残 高 550,365 420,365 △684,401 △1,825 284,503

純 資 産 合 計
当 期 首 残 高 562,305
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 20,267
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純損失（△） △298,069

当 期 変 動 額 合 計 △277,801
当 期 末 残 高 284,503
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連 結 注 記 表
（継続企業の前提に関する注記）

当社グループは、前連結会計年度において、営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計
上し、当連結会計年度においても、207,489千円の営業損失、217,402千円の経常損失及び298,069千円の
親会社株主に帰属する当期純損失を計上しております。また、投資キャッシュ・フローの大幅マイナスを上回
る営業キャッシュ・フローの創出に至っておらず、経常的に資金が減少し、当連結会計年度末の現金及び預金
残高は68,058千円となり、短期借入金残高300,000千円及び1年内返済予定の長期借入金残高239,826千円
を大幅に下回る水準となっております。
以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当社グル

ープでは、これらの状況を解消するため、以下の対応策を実施してまいります。

(a)収益力の向上
短期的には、2025年4月より既存顧客に対する月額固定料の20％値上げを行うなど「Bplats® Platform

Edition」の提供価格の改定、顧客専用環境運用に係る業務委託費の確保、オリックス・レンテック株式会社
との再販パートナー契約を締結したSaaSサービスの一元管理プラットフォーム「サブかん®」の拡販などによ
り、売上高拡大を図ってまいります。また、翌期首より営業所管部門を再編することにより営業力の増強を実
施し、当期剥落した大型開発案件の獲得に注力してまいります。中長期的には、中核事業としております主力
製品汎用型サブスクリプション統合プラットフォーム「Bplats® Platform Edition」の展開に加え、IoT事業
やDX事業を自社事業の取組みの一部として取り組む企業などとの連携による「Bplats® Platform Edition」
を活用した新ビジネス創出等により、収益ポートフォリオの拡大を検討してまいります。

(b)各種コスト削減施策の強化及び推進
売上原価において、前期の主力製品バージョンアップに伴い、新旧環境移行による影響もあり通信インフラ

コストが大幅に増加したことに対して、前第４四半期連結会計期間より当該コスト削減策の策定とその実行を
順次実行中であり、既に直近月においては大幅な削減効果が実現しており（前第４四半期連結会計期間の１か
月平均クラウド通信費29.8百万円/月→当第４四半期連結会計期間の１か月平均クラウド通信費13.9百万円/
月）、今後一層の当該コスト削減に取り組みます。また、厳選採用や組織統合・人員配置換え等による労務
費・人件費・採用教育費の削減、開発案件に応じた外注加工費（SES）の削減、常勤取締役報酬の減額、外注
費の削減、広告宣伝費の削減など、具体的なコスト削減を既に開始しておりますが、翌期以降も更にコスト管
理を強化することにより、営業黒字体質への転換を目指してまいります。

(c) 戦略的事業パートナーとの資本業務提携による経営基盤強化
当社は、2025年３月28日開催の取締役会において、グロースパートナーズ株式会社との間で事業提携契約

を締結すると共に、グロースパートナーズ株式会社が管理・運営を行うファンドであるGP上場企業出資投資
事業有限責任組合に対して第三者割当の方法により最大で901,350千円の資金調達となる新株予約権及び無担
保転換社債型新株予約権付社債を発行することについて決議し、このうち2025年４月14日に301,388千円の
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払い込みが完了したことによりキャッシュ・フローの改善を図っております。グロースパートナーズ株式会社
からは、前述の事業提携契約により、当社グループの成長のための情報提供・各種分析、M&Aによる事業基
盤の拡充・強化、IR強化など、ハンズオンによる業務支援等を受ける予定です。この提携により、キャッシ
ュ・フローの改善を含めた経営基盤の安定化と「Bplats® Platform Edition」の一層の拡販や事業シナジー
による効率化等の推進を図ってまいります。

しかしながら、これらの対応策は進捗の途上であり、今後の事業計画における売上高及び営業キャッシュ・
フローの獲得は外部環境要因に依存する部分も大きく、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められます。なお、連結計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不
確実性の影響を連結計算書類に反映しておりません。
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（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 １社
連結子会社の名称 株式会社サブスクリプション総合研究所

２．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）
貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切

下げの方法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）及び建物附属設備並びに構築物につい

ては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物10〜15年
工具、器具及び備品３〜10年

②無形固定資産
顧客サービスに利用する
ソフトウエア

見込販売収益に基づく償却額と見込有効期間（5年以内）に基づく均等
配分額とのいずれか大きい額を計上する方法

(3) 繰延資産の処理方法
株式交付費 支出時の費用として処理しております。
社債発行費 同上

(4) 引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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なお、当連結会計年度末は回収不能額を見込んでいないため、残高はありません。
②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
なお、当連結会計年度末においては未払賞与の支給額が確定していることから、未払費用として計上して

おります。

(5)収益及び費用の計上基準
当社グループの主たる事業は、サブスクリプション型ビジネスの実現や拡大を支援するサブスクリプショ

ン型ビジネスモデルの構築サービスと、当社が開発・運用するSaaS形式のWebサービス及びその関連・周
辺のサービス提供で構成されております。
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主たる事業における主な履行義務の内容及び当該履

行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから概ね3カ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれて

おりません。
①初期費用・初期開発等
顧客のサブスクリプション型サービス提供モデルを構築し、当該成果物を納め、当該成果物の対価及びそ

の導入コンサルティングの対価等を顧客から受領するものであります。顧客が検収した時点で当該サービス
に対する支配を獲得していることから、履行義務が充足されると判断し、顧客が検収した時点で収益を認識
しております。
②月額利用料等
当社が提供するSaaS形式のＷebサービス利用のためライセンスの使用許諾を付与し、当該利用の対価を

顧客から受領するものであります。契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一
定期間に渡り収益を認識しております。

(6) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
株式報酬
譲渡制限付株式報酬制度に基づく報酬は、報酬債権を付与日における公正価値に基づいて測定し、対応

する金額を資本の増加として認識するとともに、報酬費用を対象勤務期間にわたって費用として認識して
おります。譲渡制限付株式報酬の公正価値は、付与した当社株式の公正価値を参照して測定しておりま
す。

（会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年

度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
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１．ビープラッツ株式会社の固定資産の評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 10,181千円
顧客サービスに利用するソフトウエア 869,289 〃
減損損失 42,260 〃

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社の主たる事業はサブスクリプション事業であり、資産のグルーピングは、概ね独立したキャッシ

ュ・イン・フローを生み出す最小の資金生成単位となる、当社が顧客へサービス提供するITプラットフォ
ームを基準に行っております。
業績が事業計画どおりに進捗せず、営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナ

ス、回収可能価額を著しく低下させる変化もしくは経営環境の著しい悪化等の事象が生じているか、又は
生じる見込みである場合等には、当該資産グループに減損の兆候があると判断しております。
減損の兆候に該当する場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳

簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識が必要と判定された場
合、帳簿価額を回収可能価額（資産又は資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額）ま
で減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として計上することとしております。
当社は、これらの事象が生じているか否か、又は生じる見込みであるか否かの観点で事業計画に基づい

て検討した結果、当社がサービス提供するITプラットフォーム「Bplats®」及び「サブかん®」について、
営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナスが生じており、減損の兆候が認めら
れるため、当連結会計年度において固定資産の減損損失の認識の要否に関する判定を行っております。そ
の結果、当連結会計年度において、ITプラットフォーム「Bplats®」について、当該資産グループから得
られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が「Bplats®」に関する帳簿価額を上回っているため、減損
損失の認識は不要と判断しております。また、ITプラットフォーム「サブかん®」について、当該資産グ
ループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が負の値となったため、帳簿価額を備忘価額ま
で減額し、当該減少額42,260千円を減損損失として計上しました。
なお、減損の兆候及び減損損失の認識の判定に利用した事業計画には、初期費用・初期開発等に関する

収益は足元のサブスクリプション市場の成長率が継続する中で、過去の受注実績も考慮し新規顧客及び既
存顧客からの継続的な受注獲得による売上が見込まれる、また、月額利用料等に関する収益は初期費用・
初期開発等の受注により新規顧客の獲得による売上の増加と、既存顧客の解約による売上の減少が見込ま
れる、さらに、売上原価と販売費及び一般管理費については、今後一定の割合で増加することが見込まれ
るという仮定が含まれております。当該仮定は、将来の市場環境の変動により影響を受けるため不確実性
を伴い、翌連結会計年度の連結計算書類において、ソフトウエアを主たる資産とする資産グループの評価
に重要な影響を与える可能性があります。

２．繰延税金資産の回収可能性
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 11,515千円
（2） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」において、分類
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４に該当するとして、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来1年間の見積課税所得の
範囲内で繰延税金資産を計上しており、見積課税所得は予算を基礎として繰延税金資産の回収可能額を算
定しております。
見積りの基礎となる予算における主要な仮定は、サブスクリプション事業における販売収益、売上原

価、販売費及び一般管理費の見込みであります。販売収益の見込みのうち初期費用・初期開発等に関する
収益は足元のサブスクリプション市場の成長率が継続する中で、過去の受注実績も考慮し新規顧客及び既
存顧客からの継続的な受注獲得による売上が見込まれる、また、月額利用料等に関する収益は初期費用・
初期開発等の受注により新規顧客の獲得による売上の増加と、既存顧客の解約による売上の減少が見込ま
れる、さらに、売上原価と販売費及び一般管理費については、今後一定の割合で増加することが見込まれ
るという仮定が含まれております。
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や

仮定、税効果の企業分類に変更が生じ減少した場合、繰延税金資産が減額され、翌連結会計年度の連結計
算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
資産から直接控除した減価償却累計額

有形固定資産 33,565千円
建物 2,347 〃
工具、器具及び備品 31,217 〃

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 2,467,441株

２．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

３．当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数
取締役会決議日 目的となる株式の種類 目的となる株式の数
2016年３月23日 普 通 株 式 10,960株
2017年３月15日 普 通 株 式 5,360株
2017年９月15日 普 通 株 式 4,720株

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達して
おります。デリバティブ取引は行わない方針であります。
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(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金は１年内の支払

期日であります。借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒
されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の債務不履行に係るリスク)の管理

当社グループは、営業債権について、当社管理本部が取引先別に期日及び残高を管理するとともに、入
金状況を各事業部門に随時連絡しております。また、与信管理規程に基づき、年１回与信限度額水準の見
直しを行い、信用リスクの低減を図っております。

②資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、適時に資金繰り計画を作成・更新することにより流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足事項
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、連結貸借対照表

計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。また、市場価格のない株式等は、次表に
は含まれておりません。

連結貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

長期借入金(※) 396,734 396,271 △462
負債計 396,734 396,271 △462

（※）１．長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含めております。
２．「現金及び預金」、「売掛金」、「未払金」、「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似してい

ることから、記載を省略しております。

(注１) 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額
(単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 0

(注２) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 68,058 ー ー ー
売掛金 94,607 ー ー ー

合計 162,666 ー ー ー

(注３) 借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 300,000 ― ― ― ― ―
長期借入金 239,826 92,202 48,182 16,524 ― ―

合計 539,826 92,202 48,182 16,524 ― ―

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時

価
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レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

該当事項はありません。 ー ー ー ー

資産計 ― ― ― ―

長期借入金

（１年以内に返済予定の長期借入金を含む）

― 396,271 ― 396,271

負債計 ― 396,271 ― 396,271

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期借入金
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によって算定

しており、レベル２の時価に分類しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産 115円36銭
１株当たり当期純損失 121円41銭
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（重要な後発事象に関する注記）
（第三者割当による第６回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行の件）
当社は、2025年３月28日開催の取締役会において、GP上場企業出資投資事業有限責任組合に対する第三者

割当の方法による第６回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を行うことを決議
し、2025年４月14日、払込手続が完了しました。

１．第６回新株予約権発行の概要
① 割当日 2025年４月14日

② 発行新株予約権数 13,888個

③ 発行価額 総額1,388,800円（本新株予約権１個当たり100円）

④ 当該発行による潜
在株式数 1,388,800株

⑤ 調達資金の額
601,350,400円（注）
（内訳）
本新株予約権発行分 1,388,800円
本新株予約権行使分 599,961,600円

⑥ 行使価額及び行使
価額の修正条件

当初行使価額は、432円とします。
但し、2025年10月14日、2026年10月14日、2027年10月14日、2028年10月14日及び
2029年10月14日（以下、本⑥において個別に又は総称して「修正日」という。）において、
修正日まで（当日を含む。）の20連続取引日（東京証券取引所において売買立会が行われる日
をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引
制限（一時的な取引制限も含む。）があった場合には、当該日は「取引日」に当たらないものと
する。以下同じ。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の
結果１円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下、本⑥において「修正
日価額」という。）が、修正日に有効な行使価額を１円以上下回る場合には、行使価額は、修正
日以降、修正日価額に修正されます。但し、上記の計算の結果算出される金額がかかる修正に
おける下限行使価額である302円を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額としま
す。

⑦ 行使請求期間 2025年４月15日から2030年４月14日

⑧ 募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。

⑨ 割当先 GP上場企業出資投資事業有限責任組合

⑩ 資金使途 事業拡大のためのM&A資金に充当

⑪ その他

当社は、割当先との間で、2025年３月28日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に関
する引受契約書を締結いたしました。当該引受契約書において、本新株予約権の行使について
以下のとおり合意しております。
（a）割当先は、2025年４月15日から2026年４月14日までの期間は、本新株予約権を行使し
ません。
（b）(a)にかかわらず、①当社が本引受契約上の義務又は表明・保証の重要な違反をした場合、
又は②当社が割当予定先による本新株予約権の行使に合意した場合、割当予定先は、その後い
つでも本新株予約権を行使できます。

（注）調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、すべての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された行
使価額の合計額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は減少します。また、本新株予約権の権利行使期間
内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
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２．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債発行の概要
① 払込期日 2025年４月14日

② 新株予約権の総数 30個

③ 社債及び新株予約
権の発行価額

本社債の金額100円につき金100円
但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。

④ 当該発行による潜
在株式数

当初転換価額（432円）における潜在株式数：694,400株
下限転換価額（302円）における潜在株式数：993,300株

⑤ 調達資金の額 300,000,000円

⑥ 転換価額及び転換
価額の修正条件

当初転換価額は、432円とします。
但し、2025年10月14日、2026年10月14日、2027年10月14日、2028年10月14日及び
2029年10月14日（以下、本⑥において個別に又は総称して「修正日」という。）において、
修正日まで（当日を含む。）の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取
引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた金額。
以下、本⑥において「修正日価額」という。）が、修正日に有効な転換価額を１円以上下回る場
合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正されます。但し、上記の計算の結果算出
される金額がかかる修正における下限転換価額である302円を下回る場合には、修正後の転換
価額は下限転換価額とします。

⑦ 募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。

⑧ 割当先 GP上場企業出資投資事業有限責任組合

⑨ 利率及び償還期日 利率：年率1.5％
償還期日：2030年４月14日

⑩ 償還価額 本社債の金額100円につき金100円

⑪ 資金使途 既存事業の安定的運営のための運転資金及び既存借入金の返済資金に充当

⑫ その他

当社は、割当先との間で、2025年３月28日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に関
する引受契約書を締結いたしました。当該引受契約書において、本新株予約権の行使について
以下のとおり合意しております。
（a）割当先は、2025年４月15日から2026年４月14日までの期間は、本転換社債型新株予約
権を行使しません。
（b）(a)にかかわらず、①当社が本引受契約上の義務又は表明・保証の重要な違反をした場合、
又は②当社が割当予定先による本転換社債型新株予約権の行使に合意した場合、割当予定先は、
その後いつでも本転換社債型新株予約権を行使できます。
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(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件）
当社は、2025年５月13日開催の取締役会において、2025年６月19日開催の第19回定時株主総会に資本金

及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議しました。

１．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
資本金及び資本準備金の額を減少することにより税負担の軽減を図り、また、この欠損金の填補により財務

体質の健全化を図るとともに、将来の資本政策の機動性を確保することを目的として、資本金及び資本準備金
の額の減少並びに剰余金の処分を行います。

２．資本金及び資本準備金の額の減少の内容
会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、こ

れらをその他資本剰余金に振り替えるものです。
(1) 減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額 550,365,201円のうち500,365,201円
資本準備金の額 420,365,201円のうち192,528,701円

(2) 増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 692,893,902円

３．剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本

剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰
余金の額は０円となります。

(1) 減少するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 692,893,902円

(2) 増加する繰越利益剰余金の額
繰越利益剰余金 692,893,902円

４．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
(1) 取締役会決議日 2025年５月13日
(2) 株主総会決議日 2025年６月19日（予定）
(3) 債権者異議申述最終期日 2025年７月31日（予定）
(4) 効力発生日 2025年８月１日（予定）
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（減損損失に関する注記）
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失
（千円）

本社（東京都千代田区） 顧客サービスに利用するソフトウエア ソフトウエア 42,260
当社の主たる事業はサブスクリプション事業であり、資産のグルーピングは、概ね独立したキャッシュ・イ

ン・フローを生み出す最小の資金生成単位となる、当社が顧客へサービス提供するITプラットフォームを基準
に行っております。
業績が事業計画どおりに進捗せず、営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナス、

回収可能価額を著しく低下させる変化もしくは経営環境の著しい悪化等の事象が生じているか、又は生じる見
込みである場合等には、当該資産グループに減損の兆候があると判断しております。
減損の兆候に該当する場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価

額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿
価額を回収可能価額（資産又は資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額）まで減額し、帳
簿価額の減少額を減損損失として計上することとしております。
当社は、これらの事象が生じているか否か、又は生じる見込みであるか否かの観点で事業計画に基づいて検

討した結果、当社がサービス提供するITプラットフォーム「Bplats®」及び「サブかん®」について、営業活
動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナスが生じており、減損の兆候が認められるため、
当連結会計年度において固定資産の減損損失の認識の要否に関する判定を行っております。その結果、当連結
会計年度において、ITプラットフォーム「サブかん®」について、当該資産グループから得られる割引前将来
キャッシュ・フローの総額が負の値となったため、帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額42,260千円
を減損損失として計上しました。
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（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
(単位：千円)

サブスクリプション事業
その他 合計初期費用

初期開発等 月額利用料等
一時点で移転される
財又はサービス 82,030 ― 3,103 85,133
一定の期間にわたり移転され
る
財又はサービス

― 613,762 7,360 621,123

顧客との契約から生じる収益 82,030 613,762 10,463 706,256
外部顧客への売上高 82,030 613,762 10,463 706,256
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
２．会計方針に関する事項 (5)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計
年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報

(1) 顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた契約資産については該当事項はありません。契約負債は主に、顧客とのOEM契

約等に基づく前受金に関連するものであり、役務提供に伴い履行義務が充足され、契約負債から収益に振り
替えられます。
また、当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、

14,313千円であり、当連結会計年度において契約負債が減少した主な理由は、OEM契約に基づいて前受金
を収益に振り替えたことによるものであります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、予想契約期間が１年を超える重

要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額
はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書並びに連結注記表の記載数字は、表示単

位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流動資産 181,655 流動負債 644,514
現金及び預金 54,615 買掛金 10,080
売掛金 94,324 短期借入金 300,000
貯蔵品 63 1年内返済予定の長期借入金 239,826
前払費用 26,212 未払金 50,822
未収入金 1,915 未払費用 33,009
その他 4,524 未払法人税等 3,420

固定資産 897,291 預り金 6,357
有形固定資産 10,181 契約負債 998
建物 2,163 固定負債 158,421
工具、器具及び備品 8,018 長期借入金 156,908
無形固定資産 869,289 資産除去債務 1,513
ソフトウエア 869,289 負債合計 802,936
投資その他の資産 17,820 （純 資 産 の 部）
投資有価証券 0 株主資本 276,010
関係会社株式 5,019 資本金 550,365
繰延税金資産 11,515 資本剰余金 420,365
その他 1,285 資本準備金 420,365

利益剰余金 △692,893
その他利益剰余金 △692,893
繰越利益剰余金 △692,893

自己株式 △1,825
純資産合計 276,010

資産合計 1,078,947 負債・純資産合計 1,078,947
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損 益 計 算 書
（自

至
2024
2025

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 703,019
売上原価 550,455

売上総利益 152,563
販売費及び一般管理費 362,698

営業損失（△） △210,134
営業外収益

受取利息 68
業務受託収入 3,768
雑収入 420 4,257

営業外費用
支払利息 8,665
株式交付費 95
社債発行費 5,123
その他 21 13,906
経常損失（△） △219,783

特別損失
投資有価証券売却損 2,158
投資有価証券評価損 23,326
減損損失 42,260 67,744
税引前当期純損失（△） △287,528
法人税、住民税及び事業税 858
法人税等調整額 11,558
当期純損失（△） △299,944
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株主資本等変動計算書
（自

至
2024
2025

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資 本
準備金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 540,231 410,231 410,231 △392,948 △392,948
当期変動額
新株の発行 10,133 10,133 10,133
当期純損失（△） △299,944 △299,944

当期変動額合計 10,133 10,133 10,133 △299,944 △299,944
当期末残高 550,365 420,365 420,365 △692,893 △692,893

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △1,825 555,688 555,688
当期変動額
新株の発行 20,267 20,267
当期純損失（△） △299,944 △299,944

当期変動額合計 ― △279,677 △279,677
当期末残高 △1,825 276,010 276,010
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個 別 注 記 表
（継続企業の前提に関する注記）

当社は、前事業年度において、営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、当事業年度においても、
210,134千円の営業損失、219,783千円の経常損失及び299,944千円の当期純損失を計上しております。ま
た、投資キャッシュ・フローの大幅マイナスを上回る営業キャッシュ・フローの創出に至っておらず、経常的
に資金が減少し、当事業年度末の現金及び預金残高は54,615千円となり、短期借入金残高300,000千円及び
1年内返済予定の長期借入金残高239,826千円を大幅に下回る水準となっております。
以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当社で

は、これらの状況を解消するため、以下の対応策を実施してまいります。

(a)収益力の向上
短期的には、2025年4月より既存顧客に対する月額固定料の20％値上げを行うなど「Bplats® Platform

Edition」の提供価格の改定、顧客専用環境運用に係る業務委託費の確保、オリックス・レンテック株式会社
との再販パートナー契約を締結したSaaSサービスの一元管理プラットフォーム「サブかん®」の拡販などによ
り、売上高拡大を図ってまいります。また、翌期首より営業所管部門を再編することにより営業力の増強を実
施し、当期剥落した大型開発案件の獲得に注力してまいります。中長期的には、中核事業としております主力
製品汎用型サブスクリプション統合プラットフォーム「Bplats® Platform Edition」の展開に加え、IoT事業
やDX事業を自社事業の取組みの一部として取り組む企業などとの連携による「Bplats® Platform Edition」
を活用した新ビジネス創出等により、収益ポートフォリオの拡大を検討してまいります。

(b)各種コスト削減施策の強化及び推進
売上原価において、前期の主力製品バージョンアップに伴い、新旧環境移行による影響もあり通信インフラ

コストが大幅に増加したことに対して、前第４四半期会計期間より当該コスト削減策の策定とその実行を順次
実行中であり、既に直近月においては大幅な削減効果が実現しており（前第４四半期会計期間の１か月平均ク
ラウド通信費29.8百万円/月→当第４四半期会計期間の１か月平均クラウド通信費13.9百万円/月）、今後一層
の当該コスト削減に取り組みます。また、厳選採用や組織統合・人員配置換え等による労務費・人件費・採用
教育費の削減、開発案件に応じた外注加工費（SES）の削減、常勤取締役報酬の減額、外注費の削減、広告宣
伝費の削減など、具体的なコスト削減を既に開始しておりますが、翌期以降も更にコスト管理を強化すること
により、営業黒字体質への転換を目指してまいります。

(c) 戦略的事業パートナーとの資本業務提携による経営基盤強化
当社は、2025年３月28日開催の取締役会において、グロースパートナーズ株式会社との間で事業提携契約

を締結すると共に、グロースパートナーズ株式会社が管理・運営を行うファンドであるGP上場企業出資投資
事業有限責任組合に対して第三者割当の方法により最大で901,350千円の資金調達となる新株予約権及び無担
保転換社債型新株予約権付社債を発行することについて決議し、このうち2025年４月14日に301,388千円の
払い込みが完了したことによりキャッシュ・フローの改善を図っております。グロースパートナーズ株式会社
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からは、前述の事業提携契約により、当社グループの成長のための情報提供・各種分析、M&Aによる事業基
盤の拡充・強化、IR強化など、ハンズオンによる業務支援等を受ける予定です。この提携により、キャッシ
ュ・フローの改善を含めた経営基盤の安定化と「Bplats® Platform Edition」の一層の拡販や事業シナジー
による効率化等の推進を図ってまいります。

しかしながら、これらの対応策は進捗の途上であり、今後の事業計画における売上高及び営業キャッシュ・
フローの獲得は外部環境要因に依存する部分も大きく、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められます。なお、計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実
性の影響を計算書類に反映しておりません。
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）
貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切

下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）及び建物附属設備並びに構築物につい
ては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物10〜15年
工具、器具及び備品３〜10年

(2) 無形固定資産
顧客サービスに利用する
ソフトウエア

見込販売収益に基づく償却額と見込有効期間（5年以内）に基づく均等
配分額とのいずれか大きい額を計上する方法

３．繰延資産の処理方法
株式交付費 支出時の費用として処理しております。
社債発行費 同上

４．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度末は回収不能額を見込んでいないため、残高はありません。

(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
なお、当事業年度末においては未払賞与の支給額が確定していることから、未払費用として計上しており
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ます。

５．収益及び費用の計上基準
当社の主たる事業は、サブスクリプション型ビジネスの実現や拡大を支援するサブスクリプション型ビジネ

スモデルの構築サービスと、当社が開発・運用するSaaS形式のWebサービス及びその関連・周辺のサービス
提供で構成されております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主たる事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから概ね3カ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれてお

りません。
①初期費用・初期開発等
顧客のサブスクリプション型サービス提供モデルを構築し、当該成果物を納め、当該成果物の対価及びその

導入コンサルティングの対価等を顧客から受領するものであります。顧客が検収した時点で当該サービスに対
する支配を獲得していることから、履行義務が充足されると判断し、顧客が検収した時点で収益を認識してお
ります。
②月額利用料等
当社が提供するSaaS形式のＷebサービス利用のためライセンスの使用許諾を付与し、当該利用の対価を顧

客から受領するものであります。契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定期
間に渡り収益を認識しております。

６．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
株式報酬
譲渡制限付株式報酬制度に基づく報酬は、報酬債権を付与日における公正価値に基づいて測定し、対応す

る金額を資本の増加として認識するとともに、報酬費用を対象勤務期間にわたって費用として認識しており
ます。譲渡制限付株式報酬の公正価値は、付与した当社株式の公正価値を参照して測定しております。

（会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算

書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

１．ビープラッツ株式会社の固定資産の評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産 10,181千円
顧客サービスに利用するソフトウエア 869,289 〃
減損損失 42,260 〃

（2） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2025年05月21日 14時52分 $FOLDER; 47ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 47 ―

当社の主たる事業はサブスクリプション事業であり、資産のグルーピングは、概ね独立したキャッシ
ュ・イン・フローを生み出す最小の資金生成単位となる、当社が顧客へサービス提供するITプラットフォ
ームを基準に行っております。

業績が事業計画どおりに進捗せず、営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナ
ス、回収可能価額を著しく低下させる変化もしくは経営環境の著しい悪化等の事象が生じているか、又は
生じる見込みである場合等には、当該資産グループに減損の兆候があると判断しております。

減損の兆候に該当する場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳
簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識が必要と判定された場
合、帳簿価額を回収可能価額（資産又は資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額）ま
で減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として計上することとしております。

当社は、これらの事象が生じているか否か、又は生じる見込みであるか否かの観点で事業計画に基づい
て検討した結果、当社がサービス提供するITプラットフォーム「Bplats®」及び「サブかん®」について、
営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの継続的なマイナスが生じており、減損の兆候が認めら
れるため、当事業年度において固定資産の減損損失の認識の要否に関する判定を行っております。その結
果、当事業年度において、ITプラットフォーム「Bplats®」について、当該資産グループから得られる割
引前将来キャッシュ・フローの総額が「Bplats®」に関する帳簿価額を上回っているため、減損損失の認
識は不要と判断しております。また、ITプラットフォーム「サブかん®」について、当該資産グループか
ら得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が負の値となったため、帳簿価額を備忘価額まで減額
し、当該減少額42,260千円を減損損失として計上しました。

なお、減損の兆候及び減損損失の認識の判定に利用した事業計画には、初期費用・初期開発等に関する
収益は足元のサブスクリプション市場の成長率が継続する中で、過去の受注実績も考慮し新規顧客及び既
存顧客からの継続的な受注獲得による売上が見込まれる、また、月額利用料等に関する収益は初期費用・
初期開発等の受注により新規顧客の獲得による売上の増加と、既存顧客の解約による売上の減少が見込ま
れる、さらに、売上原価と販売費及び一般管理費については、今後一定の割合で増加することが見込まれ
るという仮定が含まれております。当該仮定は、将来の市場環境の変動により影響を受けるため不確実性
を伴い、翌事業年度の計算書類において、ソフトウエアを主たる資産とする資産グループの評価に重要な
影響を与える可能性があります。

２．繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 11,515千円
（2） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」において、分
類４に該当するとして、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来1年間の見積課税所得
の範囲内で繰延税金資産を計上しており、見積課税所得は予算を基礎として繰延税金資産の回収可能額を
算定しております。

見積りの基礎となる予算における主要な仮定は、サブスクリプション事業における販売収益、売上原
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価、販売費及び一般管理費の見込みであります。販売収益の見込みのうち初期費用・初期開発等に関する
収益は足元のサブスクリプション市場の成長率が継続する中で、過去の受注実績も考慮し新規顧客及び既
存顧客からの継続的な受注獲得による売上が見込まれる、また、月額利用料等に関する収益は初期費用・
初期開発等の受注により新規顧客の獲得による売上の増加と、既存顧客の解約による売上の減少が見込ま
れる、さらに、売上原価と販売費及び一般管理費については、今後一定の割合で増加することが見込まれ
るという仮定が含まれております。

繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や
仮定、税効果の企業分類に変更が生じ減少した場合、繰延税金資産が減額され、翌事業年度の計算書類に
おいて認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
１．資産から直接控除した減価償却累計額

有形固定資産 33,565千円
建物 2,347 〃
工具、器具及び備品 31,217 〃

２．関係会社に対する金銭債権及び債務
金銭債権 2,769千円
金銭債務 338 〃

３．取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び債務
金銭債権 ー千円
金銭債務 302,377 〃

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

売上高 34,688千円
販売費及び一般管理費 39,398 〃
営業取引以外の取引（収入） 420 〃

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 1,210株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
繰越欠損金 143,063千円
未払賞与 6,915 〃
未払事業税 1,755 〃
資産除去債務 463 〃
減価償却超過額 13,369 〃
株式報酬費用 23,625 〃
投資有価証券 2,755 〃
その他 1,374 〃

繰延税金資産小計 193,321千円
評価性引当額 △181,595 〃
繰延税金資産合計 11,725千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 209千円

繰延税金負債合計 209千円
繰延税金資産純額 11,515千円

（関連当事者との取引に関する注記）
役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称又
は氏名

議決権等の所
有（被所有）
割 合 （％）

関連当事者との関係 取引の
内容

取引
金額

（千円）
科目

期末
残高

（千円）

役員 藤田 健治
被 所 有
直接3.39%
間接5.35%

当社代表取締役社長 資金の
借入 300,000 短期

借入金 300,000

（注）借入金利は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産 111円92銭
１株当たり当期純損失 122円17銭
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（重要な後発事象に関する注記）
連結注記表「重要な後発事象に関する注記」に記載されている内容と同一のため、記載を省略しておりま

す。

（減損損失に関する注記）
連結注記表「減損損失に関する注記」に記載されている内容と同一のため、記載を省略しております。

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認識に関する注記」に記載されている内容と同

一のため、記載を省略しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに個別注記表の記載数字は、表示単位未満を切

り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年５月21日
ビープラッツ株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 畑 中 建 二

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 杉 浦 栄 亮

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ビープラッツ株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連

結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ビープラッツ

株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において、営業損失、経常損失及び親会社株主

に帰属する当期純損失を計上し、当連結会計年度においても、207,489千円の営業損失、217,402千円の経常損失及び298,069
千円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、また当連結会計年度末の現金及び預金残高が68,058千円となり、短期
借入金残高300,000千円及び1年内返済予定の長期借入金残高239,826千円を大幅に下回る水準であることから、継続企業の前提
に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結計
算書類は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結計算書類に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以
外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するた
めに、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年５月21日
ビープラッツ株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 畑 中 建 二
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 杉 浦 栄 亮

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ビープラッツ株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日まで

の第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前事業年度において、営業損失、経常損失及び当期純損失を計

上し、当事業年度においても、210,134千円の営業損失、219,783千円の経常損失及び299,944千円の当期純損失を計上してお
り、また当事業年度末の現金及び預金残高が54,615千円となり、短期借入金残高300,000千円及び1年内返済予定の長期借入金
残高239,826千円を大幅に下回る水準であることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在し
ており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不
確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。計算書類等は継続企業を前提として作成されており、このような
重要な不確実性の影響は計算書類等に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監査報告書

当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第19期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役
が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１） 監査役会は、当期の監査の方針、監査計画を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取

締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査の方針、監査計画に従い、取締役、内部監査担当

者その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施い
たしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業
務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘するべき事項は認められません。
（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３） 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月21日
ビープラッツ株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 太 田 充 生 印
監 査 役（社外監査役） 平 田 幸一郎 印
監 査 役（社外監査役） 田 中 裕 幸 印

以 上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
当社は、当事業年度末において繰越利益剰余金の欠損額692,893,902円を計上するに至っております。
つきましては、下記のとおり、資本金及び資本準備金の額を減少することにより税負担の軽減を図り、ま

た、この欠損金の填補により財務体質の健全化を図るとともに、将来の資本政策の機動性を確保することを目
的として、会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減
少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資
本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えたいと存じます。
なお、本議案は、発行済株式総数は変更せず、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたしますので、株主

の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません。また、当社の純資産額にも変更はありませんの
で、１株当たり純資産額に変更が生じるものではございません。
１．資本金の額の減少の内容
(1) 減少する資本金の額

資本金の額を500,365,201円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えいたします。
(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2025年８月１日を予定しております。
２．資本準備金の額の減少の内容
(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額を192,528,701円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えいたします。
(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年８月１日を予定しております。
３．その他資本剰余金の処分の内容

下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条
件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、
振替後の当社の繰越利益剰余金の額は０円となります。
(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 692,893,902円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 692,893,902円
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第２号議案 取締役７名選任の件
取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新任候補者１名を含

む取締役７名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数

１
重任

藤
ふ じ た

田 健治
け ん じ

(1969年８月22日生)

1992年４月 三井物産株式会社 入社
2002年７月 ライセンスオンライン株式会社設立

（当時三井物産株式会社100％子会社）
代表取締役社長

2006年11月 当社設立 代表取締役社長（現任）
2008年７月 ＴＫＳパートナーズ株式会社 取締役

（現任）
2019年４月 株式会社サブスクリプション総合研究所

取締役（現任）
2020年１月 ＴＫＳアセットマネジメント株式会社

取締役（現任）

215,691株

２
重任

宮
み や ざ き

崎 琢磨
た く ま

(1972年８月３日生)

1998年４月 ソニー株式会社 入社
2005年７月 ライセンスオンライン株式会社 入社
2007年１月 当社 取締役
2018年６月 当社 取締役副社長（現任）
2019年４月 株式会社サブスクリプション総合研究所

代表取締役社長（現任）

70,168株

３
重任

伊
い と う

藤 淳一
じゅんいち

(1963年12月14日生)

1987年４月 株式会社第一勧業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行

2013年７月 株式会社みずほ銀行 営業第二部 副部長
2016年４月 東京センチュリーリース株式会社

（現東京センチュリー株式会社）
オート事業第一部 部長

2018年４月 ＴＣビジネスサービス株式会社 常務取締役
2018年７月 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社

管理本部 経理担当 理事
2019年６月 当社 取締役
2020年４月 株式会社サブスクリプション総合研究所

取締役（現任）
2021年６月 当社 取締役副社長（現任）

8,044株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数

４
重任

花
は な わ

輪 正一
しょういち

(1978年１月７日生)

2000年４月 株式会社ツインテック 入社
2002年８月 ライセンスオンライン株式会社 入社
2008年７月 当社 入社
2016年３月 当社 執行役員
2017年６月 当社 取締役（現任）

29,454株

５
重任

照
て る ぬ ま

沼 大
ひろし

（1968年１月22日生）

1991年５月 アンダーセン コンサルティング
（現アクセンチュア株式会社）入社

1995年９月 株式会社プレステージインターナショナル
入社

1998年７月 日本ベンチャーキャピタル株式会社 入社
2008年７月 当社 取締役
2014年６月 日本ベンチャーキャピタル株式会社

執行役員
2018年４月 Ｋｏｔｏｚｎａ株式会社 社外取締役（現

任）
2020年12月 カメラブ株式会社（現ＧＯＯＰＡＳＳ株式

会社） 社外取締役（現任）
2021年６月 日本ベンチャーキャピタル株式会社

常務執行役員
2022年６月 当社 社外取締役（現任）
2022年９月 一般社団法人ＮＯＨＬ 理事（現任）
2023年１月 株式会社パズルリング 社外取締役（現

任）

ー

６
重任

吉
よ し だ

田 浩二
こ う じ

(1968年６月15日生)

1991年４月 センチュリー・リーシング・システム株式
会社（現東京センチュリー株式会社） 入
社

2009年４月 東京センチュリーリース株式会社（現東京
センチュリー株式会社）
情報機器第一部 次長

2016年４月 同社 情報機器第一部 部長
2016年10月 東京センチュリー株式会社

情報機器第一部 部長
2023年４月 同社 理事 営業第三部門長
2023年４月 ＦＬＣＳ株式会社 社外取締役（現任）
2024年４月 東京センチュリー株式会社 執行役員（現

任）
2024年６月 当社 社外取締役（現任）

ー
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数

７
新任

古
ふ る か わ

川 徳厚
の り あ つ

(1981年５月１日生)

2007年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・イン
ク・ジャパン入社

2010年７月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業
組合（現株式会社アドバンテッジパートナ
ーズ）入社

2014年12月 株式会社ピクセラ 社外取締役
2018年１月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出

向 取締役
2019年６月 株式会社Ｅストアー 社外取締役
2019年10月 株式会社ひらまつ 社外取締役
2020年３月 アークランドサービスホールディングス株

式会社 社外取締役
2020年３月 日本パワーファスニング株式会社 社外取

締役
2020年６月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社

取締役／パートナー
2022年９月 グロースパートナーズ株式会社 代表取締

役（現任）
2023年１月 株式会社プロレド・パートナーズ 社外取

締役（現任）
2023年２月 株式会社ＧＲＣＳ 社外取締役
2024年５月 株式会社タカキュー 社外取締役（現任）
2024年６月 ランサーズ株式会社 社外取締役（現任）

ー

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者、古川徳厚氏は新任取締役候補者であります。
３．取締役候補者、照沼大氏、吉田浩二氏、古川徳厚氏は社外取締役候補者であります。
４．社外取締役候補者として選任した理由及び期待される役割の概要は以下のとおりであります。
（1）照沼大氏はベンチャーキャピタルにて業務執行者として投資や企業経営に関与した豊富な経験と実績を有しており、会

社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いた
だけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

（2）吉田浩二氏は上場企業にて業務執行者としての豊富な経験と実績を有しており、またIT関連の営業経験も長く、会社の
持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけ
るものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

（3）古川徳厚氏は大手コンサルティング会社や上場企業成長支援会社において、Ｍ＆A、成長戦略の策定、新規事業拡大、
オペレーション改善等に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営課題の解決や企業価値の向上に向け、当社
の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いする
ものであります。

５．照沼大氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって３年となります。
６．吉田浩二氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって１年となります。
７．当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契

約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。照沼大氏、
吉田浩二氏の再任をご承認いただいた場合、各氏との当該契約を継続する予定であります。また、新任社外取締役候補者
である古川徳厚氏の選任をご承認いただいた場合、同氏と当該責任限定契約を締結する予定であります。

８．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務
の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約
によって填補することとしております。候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新
時には同内容での更新を予定しております。

９．当社は照沼大氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
10．「所有する当社の株式数」については、2025年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
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第３号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いする

ものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び
重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数

１
重任

太
お お た

田 充生
み つ お

（1959年５月24日生）

1982年４月 株式会社第一勧業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行

2002年４月 同行 システム運用第二部 企画チーム
次長

2005年５月 同行 業務監査部ＩＴ・システム監査室
監査主任

2007年５月 同行 システム運用部 渋谷事務センター
所長

2010年６月 みずほ情報総研株式会社（現みずほリサー
チ＆テクノロジーズ株式会社）監査役

2012年９月 同社 システム運用第１部 部長
2016年10月 同社 プラットフォームサービス第１部

部長
2019年５月 同社 業務管理部 拠点長
2021年６月 当社 社外監査役（現任）

ー

２
重任

平
ひ ら た

田 幸一郎
こ う い ち ろ う

(1967年11月５日生)

1990年４月 安田火災海上保険株式会社
（現損害保険ジャパン株式会社）入社

1992年10月 監査法人トーマツ
（現有限責任監査法人トーマツ）入所

1997年８月 中央クーパーズ・アンドライブランド・ア
ドバイザーズ株式会社
（現ＰｗＣ税理士法人）入社

1999年８月 平田公認会計士事務所開業 所長（現任）
2001年５月 有限会社アドバンスワン設立 取締役社長

（現任）
2008年７月 当社 社外監査役（現任）
2013年６月 株式会社エンバイオ・ホールディングス

社外取締役 監査等委員（現任）
2014年１月 ランサーズ株式会社 社外監査役（現任）

5,000株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び
重要な兼職の状況

所有する
当社の株式数

３
重任

田
た な か

中 裕幸
ひ ろ ゆ き

(1970年10月22日生)

1992年10月 監査法人トーマツ
（現有限責任監査法人トーマツ）入所

1999年４月 第一東京弁護士会 弁護士登録
2004年11月 田中法律会計税務事務所開設 所長

（現任）
2005年11月 有限会社ティーシーピー設立 取締役社長

（現任）
2016年１月 株式会社ユーザーローカル 社外監査役

（現任）
2017年３月 当社 社外監査役（現任）
2020年６月 株式会社Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ 社外監査

役（現任）

ー

（注）１．各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．太田充生氏、平田幸一郎氏、田中裕幸氏は社外監査役候補者であります。
３．太田充生氏は、他社における監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またシステム運用部門における豊富

な実務経験を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待して社外監査役候補者とするものであります。
４．平田幸一郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関し豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監

査に反映いただけることを期待して社外監査役候補者とするものであります。
５．田中裕幸氏は、弁護士、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関し豊富な経験と幅広い見識を有しており、当

社の監査に反映いただけることを期待して社外監査役候補者とするものであります。
６．太田充生氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって４年となります。
７．平田幸一郎氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって16年11ヶ月となります。
８．田中裕幸氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって8年３ヶ月となります。
９．当社は、太田充生氏、平田幸一郎氏、田中裕幸氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項

に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、各氏の再任が
承認された場合、各氏との当該契約を継続する予定であります。

10．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務
の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約
によって填補することとしております。各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更
新時には同内容での更新を予定しております。

11．「所有する当社の株式数」については、2025年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
以 上
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株主総会会場ご案内図
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（中央改札口）
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※ 会場には駐車場の用意がございませんので、
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お願い申し上げます。
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JR秋葉原駅中央改札口方面より
東京メトロ日比谷線秋葉原駅２番出口より
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Ｆ Ｅ

つくばエクスプレス秋葉原駅A3出口より
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